
「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定）（抄） 
 
第２ 公的統計の整備に関する事項 

１ 経済関連統計の整備 

(2) 経済構造統計を軸とした産業関連統計の体系的整備 

ア 経済構造統計の整備 

（前略）また、平成28年経済センサス‐活動調査と５年後に実施する平成33年経済センサス‐活動調査の中間年に

おける、母集団情報の整備のための統計調査の在り方について、事業所母集団データベースの整備状況を踏まえ検討

する。 
 
第３ 公的統計の整備に必要な事項 

１ 統計作成の効率化及び報告者の負担軽減 

(1) 事業所母集団データベースの整備・利活用 

（前略）また、今後の母集団情報の整備に当たっては、諸外国の事例や報告者及び調査実施者双方の負担等も勘案

して、新たな行政記録情報や民間情報の活用、企業及び事業所に対する照会業務の拡充等に重点を置いた取組を推進

する。なお、これらの取組に当たっての人材育成や体制整備等にも努める。 

さらに、データの有効活用の観点及び経済活動をより的確かつ適時に把握する観点から、諸外国の事例を参考とし

つつ、事業所母集団データベースを活用した新たな統計の作成及び提供に向けた取組を推進する。 
 
別表 今後５年間に講ずる具体的施策                 

項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 

第２ 公的統計の整備に関す

る事項 

１ 経済関連統計の整備 

(2) 経済構造統計を軸とした

産業関連統計の体系的整備 

ア 経済構造統計の整備 

○ 平成28年経済センサス‐活動調査と平成33年同調査

の中間年における母集団情報の整備のための統計調

査の在り方について、事業所母集団データベースの整

備状況を踏まえ検討する。 

総務省 平成27年度

末までに結

論を得る。 

第３ 公的統計の整備に必要

な事項 

１ 統計作成の効率化及び報

告者の負担軽減 

(1) 事業所母集団データベ

ースの整備・利活用 

○ 新たな行政記録情報等の活用や企業への直接的な照

会などにより企業組織構造の変化を経常的に確認す

る方法について検討し、母集団情報の効果的かつ効率

的な整備を推進する。また、これらの取組に当たり、

専門性を持つ人材の育成や体制整備等に努める。 

総務省  

 

平 成 26 年

度から順次

実施する。 

○ 事業所母集団データベースを活用して我が国の事業 

所・企業の実態を把握する統計に加え、事業所・企業 

の異動状況や産業の成長・衰退等に着目した統計を作 

成する。また、地理情報の活用等についても研究を推 

進する。 

総務省 平 成 26 年

度から順次

実施する。 

参考２ 




